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 この達令は、２０１０年１月１日から施行する。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教導規程 
〈１９８５年７月５日達令公示第４号〉 

改正 ①１９８８年 １年 ９日達令公示１  

②１９８９年 ７年 １日達令公示２  

③１９９７年１２月２６日達令公示２１ 

④２００２年 ６月２８日達令公示１６ 

⑤２００４年 ６月２８日達令公示２３ 

⑥２００８年 ６月２７日達令公示１１ 

⑦２０１５年 ６月２６日達令公示９  

⑧２０１５年１２月２５日達令公示１０ 

⑨２０１６年 ６月２４日達令公示８  

⑩２０１９年 ６月２７日達令公示１  

⑪２０２１年 ６月３０日達令公示１７ 

⑫２０２２年 ６月２８日達令公示５  

 

（目的） 

第１条 この達令は、教化基本条例（１９８５年

条例公示第４号。以下同じ。）第２４条の規定

により、教導に関する必要な事項を定めること

を目的とする。 

（教導の責務） 

第２条 すべて教導は、教化の本旨に則り、つね

に教法聞思の念に基づき、命ぜられた場所にお

いて対象に適応して、自信教人信の実を挙げる

ようつとめなければならない。 

（種別と任務） 

第３条 教導の種別及び任務は、次のとおりとする。 

（１）真宗本廟教化教導 真宗本廟参詣者に対す

る法話、座談を行う。 

（２）同朋会館教導 真宗本廟奉仕における聞法

研修に際して法話、座談を行う。 

（３）施設教導 各種施設及び団体において必要

により法話、座談を行う。 

（４）真宗会館教導 東本願寺真宗会館における

聞法研修に際して法話、座談及び信仰相談を

行う。 

（５）教区駐在教導 教務所長の指揮を受けて、

教区の教化活動を振興するため、教区に駐在

する。 

（６）沖縄準開教区駐在教導 沖縄開教本部長の

指揮を受けて、沖縄準開教区の教化活動を振

興するため、沖縄準開教区に駐在する。 

（７）同朋の会教導 特に同朋の会の結成促進及

び育成指導を行う。 

（８）特派教導 特に必要な地域において法話、

座談を行う。 

（任命） 

第４条 教導は、所管部門の長の上申により、本
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派の教師の中から宗務総長が任命する。ただし、

特別な事由があるときは、教師でない者を任命

することができる。 

２ 前項の任命は、必要に応じて教導審査会の審

査を経るものとする。 

（任期） 

第５条 教導の任期は次のとおりとする。 

（１）真宗本廟教化教導 ３年 

（２）同朋会館教導 ３年 

（３）施設教導 ２年 

（４）真宗会館教導 ２年 

（５）教区駐在教導及び沖縄準開教区駐在教導 

駐在を命ぜられた期間 

（６）同朋の会教導 ３年 

（７）特派教導 命ぜられた任務の終わるまで 

（罷免） 

第６条 教導であって、教化基本条例第２８条の

各号のいずれかに該当する行為のあった者は、

その情状により教導審査会の議を経て、これを

罷免することができる。 

（教導審査会） 

第７条 教導の任免を審査するため、教導審査会

（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、宗務役員のうちから宗務総長が命

じた委員若干人で組織する。 

３ 審査会の事務は、教育部の所管とする。 

附 則 

１ この達令は、公示の日から施行する。 

２ 教導任命規程（１９６６年告達第１９号）は、

廃止する。 

３ この達令施行の際、現に任命されている教導

は、この達令により任命されたものとみなす。 

４ この達令施行の際、現に任命されている教導

であって、その任期のあるものについては、従

前任命の日から起算する。ただし、総会所教導

の任期については、従前の規定は、なおその効

力を有する。 

５ この達令施行の際、現に設置されている教導

審査会は、この達令により設置されているもの

とみなし、その委員は、この達令により命ぜら

れたものとみなす。 

附 則（１９８８年１月９日達令公示第１号） 

１ この達令は、公示の日から施行する。 

２ この達令施行の際、現に任命されている同朋

の会教導の任期は、第５条第７号の規定にかか

わらず２年とし、従前任命の日から起算する。 

３ この達令施行により、新たに任命される同朋

の会教導の任期は、第５条第７号の規定にかかわ

らず、１９９０年３月３１日をもって満了する。 

附 則（１９８９年７月１日達令公示第２号） 

 この達令は、公示の日から施行する。 

附 則（１９９７年１２月２６日達令公示第２１号） 

１ この達令は、１９９８年１月１日から施行する。 

２ この達令施行により、任命された真宗本廟教

化教導の任期は、第５条第５号の規定にかかわ

らず、１９９９年１月９日をもって満了する。 

附 則（２００２年６月２８日達令公示第１６号） 

 この達令は、２００２年７月１日から施行する。 

附 則（２００４年６月２８日達令公示第２３号） 

１ この達令は、２００４年７月１日から施行する。 

２ この達令施行の際、現に任命されている同朋

会館教導の任期は、第５条第２号の規定にかか

わらず２年とし、従前任命の日から起算する。 

附 則（２００８年６月２７日達令公示第１１号） 

１ この達令は、２００８年７月１日から施行する。 

２ この達令施行の際、現に任命されている教導

は、この達令により任命されたものとみなし、

その任期は、従前任命の日から起算する。 

附 則（２０１５年６月２６日達令公示第９号）抄 

 この達令は、２０１５年７月１日から施行する。 

附 則（２０１５年１２月２５日達令公示第１０号） 

 この達令は、公示の日から施行する。 

附 則（２０１６年６月２４日達令公示第８号）抄 

 この達令は、公示の日から施行する。 

附 則（２０１９年６月２７日達令公示第１号）抄  

 この達令は、２０１９年７月１日から施行する。 

附 則（２０２１年６月３０日達令公示第１７号）  

１ この達令は、２０２１年７月１日から施行す

る。 

２ この達令施行の際、従前の規程により任命さ

れている別院教導は、なお従前のとおりとする。 

附 則（２０２２年６月２８日達令公示第５号） 

 この達令は、２０２３年１月１０日から施行す

る。 
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